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保険証券に特約名称、「別紙添付特約」または特約コード８８の記載がある場合は、この特約が適用されます。 

保険証券（変更確認書）要添付 

 

証券総支払限度額に関する特約 

第１条（支払保険金） 

（１）当社がこの保険契約により記名被保険者ごとに支払う保険金の額は、専門事業者

賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）第８条（支払保険金）

（２）の規定に従います。 

（２）当社がこの保険契約により支払う保険金の総額は、被保険者の数にかかわりなく、

いかなる場合においても保険証券全体で 1 億円をもって限度とします。 

第２条（準用規定） 

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険

約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。 


